
目
　
　
　
次�

示�

告�

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
中
央
創
造
）

一

○

〃

（

〃

）

二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
東
部
創
造
）

二

○

〃
（
東
部
創
造
行
田
支
所
）

二

○

〃

（
北
部
創
造
）

二

○
県
庁
舎
等
の
清
掃
・
警
備
等
業
務
委

託
（
本
庁
（
第
二
庁
舎
）
地
区
）
に

関
す
る
落
札
者
の
公
示

（
管

財

課
）

三

○
県
庁
舎
等
の
清
掃
・
警
備
等
業
務
委

託
（
東
Ｅ
地
区
）
に
関
す
る
落
札
者

の
公
示

（

〃

）

三

○
行
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（
み
ど
り
自
然
課
）

三

○
川
口
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（

〃

）

三

○
貸
金
業
者
の
業
務
の
停
止

（
金

融

課
）

三

○

〃

（

〃

）

四

○
三
田
ヶ
谷
土
地
改
良
区
の
役
員
就
退

任
届

（
加
須
農
林
）

四

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
終
了

（
用

地

課
）

四

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（

〃

）

五

○
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
告
示

（
河
川
砂
防
課
）

五

○
桶
川
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に

係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

（
都
市
計
画
課
）

五

○
鴻
巣
都
市
計
画
三
ツ
木
土
地
区
画
整

理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

（
市
街
地
整
備
課
）

五

○
建
築
士
事
務
所
の
監
督
処
分

（
建
築
指
導
課
）

五

○

〃

（

〃

）

五

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

六

○

〃

（

〃

）

六

○

〃

（

〃

）

六

○
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
工
事
の

完
了
公
告

（

〃

）

六

○
教
育
関
係
庁
舎
清
掃
・
警
備
業
務
に

関
す
る
落
札
者
等
の
公
示

（
教
委
・
財
務
課
）

六

○
県
道
金
明
町
鳩
ヶ
谷
線
の
区
域
の
変

更

（
さ
い
た
ま
県
土
）

七

○
県
道
金
明
町
鳩
ヶ
谷
線
の
供
用
の
開

始

（

〃

）

七

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
一
団
地
等
の

建
築
物
の
認
定

（
飯
能
県
土
）

八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

八

○
県
道
吉
場
安
行
東
京
線
の
区
域
の
変

更

（
越
谷
県
土
）

八

○
県
道
川
口
草
加
線
の
区
域
の
変
更

（
越
谷
県
土
）

九

○
県
道
春
日
部
松
伏
線
の
区
域
の
変
更

（

〃

）

九

○
県
道
�
飾
吉
川
松
伏
線
の
区
域
の
変

更

（

〃

）

一
〇

○
県
道
蓮
田
鴻
巣
線
の
区
域
の
変
更

（
杉
戸
県
土
）

一
〇

○
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
廃
止

（
高
校
教
育
指
導
課
）

一
一

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
八
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/
））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア
た
つ

三

代
表
者
の
氏
名

松
浦

龍
自

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
口
市
元
郷
一
丁
目
十
番
一
号
エ

リ
ー
ル
一
〇
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
が
地
域

で
生
活
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
に
関

す
る
調
査
・
研
究
、
並
び
に
相
談
・
援
助
を

通
じ
て
、
健
常
者
・
高
齢
者
・
障
害
者
が
と

－１－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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も
に
生
活
し
て
い
る
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の

地
域
社
会
の
創
造
を
目
指
す
。

埼
玉
県
告
示
第
八
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を

申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部
Ｎ
Ｐ

Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地
域
創
造
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ

Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
む
さ
し
う
ら
わ
街

ネ
ッ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

田
中

和
義

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
沼
影
一
丁
目
七

番
六
号
沼
影
ビ
ル
三
〇
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
街
づ
く
り
活
動
を
通
し

て
、
地
域
社
会
の
振
興
と
福
祉
の
拡
充
や
、

豊
か
な
心
身
の
育
成
を
目
標
に
掲
げ
、
少
子

高
齢
化
に
対
応
し
た
老
若
男
女
が
、
地
域
の

環
境
整
備
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
を
尊
重

し
、
共
生
と
融
和
が
図
れ
る
よ
う
な
社
会
の

確
立
を
目
指
し
た
団
体
の
支
援
活
動
を
行
う

と
と
も
に
自
ら
も
活
動
を
し
、
そ
れ
ら
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
育
成
を
行
い
、
も
っ
て

社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
八
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ

こ
し
が
や

三

代
表
者
の
氏
名

植
竹

清

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
越
谷
市
東
町
三
丁
目
二
百
十
八
番

地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
豊

か
な
自
然
と
環
境
を
守
り
な
が
ら
、
安
全
で

住
み
よ
い
街
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
八
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
創

造
セ
ン
タ
ー
行
田
支
所
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:

//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
く
ら
メ
イ
ト

三

代
表
者
の
氏
名

�
橋

豊

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
行
田
市
桜
町
三
丁
目
七
番
十
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
の
地

域
住
民
に
対
し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
と
共
に
、
子
育
て
に
関
す
る
支
援
活
動
を

行
い
、
地
域
の
福
祉
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
八
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総
務
部

Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
創

－２－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県

Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://w
w
w
.

saitam
aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
熊
谷
市
身
体
障
害

者
福
祉
会

三

代
表
者
の
氏
名

竹
内

岩
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
千
三
百
七
七
番
地
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
熊
谷
地
域
の
障
害
者
や
高

齢
者
に
対
し
、
「
ふ
れ
あ
い
と
健
や
か
な
交

流
の
場
」
を
提
供
し
、
誰
も
が
豊
か
に
暮
ら

せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
九
十
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

清
掃
及
び
警
備
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
総
務
・
庁
舎
管
理

担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３

丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
１１
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
む
さ
し
ビ
ル
ク
リ
ー
ナ
ー
埼

玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
３
丁
目
３
番

９
号

５
落
札
金
額

７７
，１７５
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
１０
月
２
日

埼
玉
県
告
示
第
九
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

清
掃
及
び
中
央
監
視
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
総
務
部
管
財
課
総
務
・
庁
舎
管
理

担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３

丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
１２
月
１８
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
全
日
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
常
盤
１
丁
目
３
番
９
号

５
落
札
金
額

１１
，４４５
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
１１
月
６
日

埼
玉
県
告
示
第
九
十
二
号

行
田
市
か
ら
行
田
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
十
三
号

川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
九
十
四
号

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二

号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
貸
金
業
者
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

商
号

金
商

二

氏
名

鈴
木

純
子

三

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

埼
玉
県
本
庄
市
駅
南
一
丁
目
十
三
番
一
号

四

登
録
番
号

埼
玉
県
知
事
（
二
）
第
〇
三
五
七
二
号

五

登
録
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
七
日

六

業
務
の
停
止
命
令
の
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

七

業
務
の
停
止
の
期
間

平
成
二
十
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十

年
二
月
二
十
五
日
ま
で
の
四
十
五
日
間

八

業
務
の
停
止
の
範
囲

全
て
の
業
務
（
た
だ
し
、
任
意
の
弁
済
の

受
領
及
び
債
権
の
保
全
行
為
は
除
く
。）

－３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
九
十
五
号

貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二

号
）
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
貸
金
業
者
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

商
号

該
当
な
し

二

氏
名

白
石

和
男

三

主
た
る
営
業
所
等
の
所
在
地

埼
玉
県
川
口
市
芝
新
町
十
五
番
十
八
号

四

登
録
番
号

埼
玉
県
知
事
（
浦
八
）
第
〇
〇
三
一
六
号

五

登
録
年
月
日

平
成
十
七
年
十
一
月
八
日

六

業
務
の
停
止
命
令
の
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

七

業
務
の
停
止
の
期
間

平
成
二
十
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十

年
二
月
二
十
五
日
ま
で
の
四
十
五
日
間

八

業
務
の
停
止
の
範
囲

全
て
の
業
務
（
た
だ
し
、
任
意
の
弁
済
の

受
領
及
び
債
権
の
保
全
行
為
は
除
く
。）

埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

三
田
ヶ
谷
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及

び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

青

木

茂

雄

羽
生
市
大
字
三
田
ヶ
谷
二
五
九
七
番
地

同

速

水

和

生

同

同

同

一
五
六
九
番
地

同

久
保
田

栄

一

同

同

同

七
〇
六
番
地

同

栗

原

光

由

同

同

同

二
八
〇
番
地

同

熊

倉

博

同

同

同

四
一
四
番
地

同

平

野

哲

男

同

同

同

四
三
一
番
地

同

石

合

武

彦

同

同

弥
勒
二
二
九
六
番
地

同

内

野

恒

二

同

同

喜
右
エ
門
新
田
四
八
〇
番
地

理

事

鈴

木

定

雄

羽
生
市
大
字
与
兵
エ
新
田
二
三
四
番
地

同

漆

原

正

雄

同

同

日
野
手
新
田
七
〇
番
地
一

同

蓮

見

勝

治

同

同

常
木
七
七
六
番
地

同

細

井

甚

平

同

同

同

三
三
三
番
地
三

同

荻

野

隆

治

加
須
市
大
字
大
越
一
〇
八
三
番
地
一

監

事

奥

沢

恒

夫

羽
生
市
大
字
三
田
ヶ
谷
一
五
四
二
番
地

同

名

雲

美

信

同

同

弥
勒
一
七
七
二
番
地

同

早

川

光

夫

同

同

常
木
一
〇
六
八
番
地

二

退

任

理

事

飯

塚

正

吉

羽
生
市
大
字
喜
右
エ
門
新
田
七
八
二
番
地

同

関

口

昌

男

同

同

三
田
ヶ
谷
六
八
九
番
地

同

奥

沢

芳

雄

同

同

同

一
四
一
七
番
地

同

熊

倉

博

同

同

同

四
一
四
番
地

同

栗

原

光

由

同

同

同

二
八
〇
番
地

同

小

澤

光

雄

同

同

弥
勒
九
一
四
番
地

同

長

島

一

雄

同

同

同

一
四
四
二
番
地

同

笈

川

一

志

同

同

喜
右
エ
門
新
田
六
九
七
番
地

同

荻

野

一

夫

同

同

与
兵
エ
新
田
九
七
番
地

同

漆

原

正

雄

同

同

日
野
手
新
田
七
〇
番
地
一

同

細

井

甚

平

同

同

常
木
三
三
三
番
地
三

同

荻

原

良

夫

同

同

常
木
一
〇
六
六
番
地
一

同

荻

野

隆

治

加
須
市
大
字
大
越
一
〇
八
三
番
地
一

監

事

奥

沢

恒

夫

羽
生
市
大
字
三
田
ヶ
谷
一
五
四
二
番
地

同

江

森

武

夫

同

同

常
木
七
九
五
番
地

埼
玉
県
告
示
第
九
十
七
号

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
号
で

公
示
し
た
公
共
測
量（
二
級
基
準
点
測
量
）は
、

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
測
量

計
画
機
関
の
長
で
あ
る
行
田
市
長
岩
�
正
男
か

ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

－４－
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埼
玉
県
告
示
第
九
十
八
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
独
立
行
政
法
人

都
市
再
生
機
構
埼
玉
地
域
支
社
長
川
本
得
信
か

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
二
級
及
び
三
級
基
準
点
測

量
）

三

作
業
地
域

八
潮
市
大
字
大
瀬
、
伊
勢
野
、
古
新
田
及

び
南
川
崎
の
各
一
部

四

作
業
期
間

平
成
二
十
年
一
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
年

六
月
三
十
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
九
十
九
号

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水

流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

第
二
〇
〇
六
―
五
―
二
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地

の
区
域

朝
霞
市
大
字
宮
戸
字
後
耕
地
七
八
、
七

九
、
八
〇
―
一
、
八
八
、
八
九
、
九
〇
、
九

一
―
一
、
九
二
―
一
、
九
二
―
七
、
九
三
―

一
三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量

二
八
四
四
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

埼
玉
県
告
示
第
百
号

桶
川
市
か
ら
桶
川
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
百
一
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更

を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

鴻
巣
市
三
ツ
木
土
地
区
画
整
理
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
五
年
四
月
六
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

鴻
巣
市
三
ツ
木
字
愛
ノ
町
、
字
本
村
の
各

一
部
、
中
井
字
本
村
の
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

鴻
巣
市
本
町
二
丁
目
二
番
二
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
五
年
四
月
六
日

六

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
告
示
第
百
二
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
建
築
士
事
務
所
の
登
録
を
取
り
消
し

た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

監
督
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

二

監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所
（
以

下
「
処
分
対
象
事
務
所
」
と
い
う
。）
の
名

称
及
び
所
在
地

一
級
建
築
士
事
務
所
ア
ク
ト
エ
ム
建
築
工

房
有
限
会
社

埼
玉
県
川
口
市
榛
松
一
二
〇
〇
―
一

三

処
分
対
象
事
務
所
の
開
設
者
の
名
称
及
び

代
表
者
の
氏
名

ア
ク
ト
エ
ム
建
築
工
房
有
限
会
社

増
渕

修
司

四

処
分
対
象
事
務
所
の
種
類

一
級
建
築
士
事
務
所

五

処
分
対
象
事
務
所
の
登
録
番
号

埼
玉
県
知
事
登
録
（
一
）
八
八
八
一
号

六

監
督
処
分
の
内
容

事
務
所
登
録
の
取
消
し

七

監
督
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
築
士
事
務
所
の
役
員
で
あ
る
管
理
建
築

士
が
建
築
士
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
を
取
消
さ
れ
た
た
め

埼
玉
県
告
示
第
百
三
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
を
命
じ
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

監
督
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日

二

監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所
（
以

下
「
処
分
対
象
事
務
所
」
と
い
う
。）
の
名

称
及
び
所
在
地

Ａ
Ｓ
Ｆ
Ａ
首
藤
建
築
設
計
室

埼
玉
県
川
口
市
戸
塚
四
―
七
―
三
〇
鈴
木

ビ
ル
二
階

三

処
分
対
象
事
務
所
の
開
設
者
の
氏
名

首
藤

裕
治

四

処
分
対
象
事
務
所
の
種
類

一
級
建
築
士
事
務
所

－５－

第����号平成��年�月��日（火曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

五

処
分
対
象
事
務
所
の
登
録
番
号

埼
玉
県
知
事
登
録
（
一
）
八
四
四
五
号

六

監
督
処
分
の
内
容

事
務
所
の
閉
鎖
十
一
月
（
平
成
二
十
年
二

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
）

七

監
督
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
築
士
事
務
所
を
管
理
す
る
建
築
士
が
建

築
士
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒

の
処
分
を
受
け
た
た
め

埼
玉
県
告
示
第
百
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日

指
令
飯
整
第
一
七
〇
〇
三
六
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
第
九
十
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
川
角
字
上
西
ヶ
谷

六
九
七
番
一
、
同
番
六
、
同
番
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
大
田
区
田
園
調
布
南
二
三
番
六
号

相
生
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
沢

道
博

埼
玉
県
告
示
第
百
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
二
日

指
令
飯
整
第
一
八
〇
〇
六
一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
五
日
第
九
十
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
潜
谷
八
八

四
番
一
、
八
八
五
番
六
、
八
八
五
番
七
、
九

〇
二
番
一
、
九
〇
二
番
一
二
、
大
字
成
瀬
字

町
谷
三
七
番
四
、
大
字
大
谷
字
古
武
ノ
山
三

五
二
番
、
字
渋
沢
五
六
〇
番
一
、
五
六
〇
番

一
地
先
町
水
路

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
白
根
五
七
五
番
地

大
山
豆
腐
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

圭
太
郎

埼
玉
県
告
示
第
百
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日

指
令
本
整
第
二
―
一
九
〇
〇
〇
一
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
六
日
第
九
十
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

児
玉
郡
美
里
町
大
字
阿
那
志
字
雷
電
山
一

七
四
一
、
一
七
四
三
、
一
七
四
七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
豊
久
開
拓

五
二
四
番
地

鳴
門
化
学
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

仁
志

佳
資

埼
玉
県
告
示
第
百
七
号

住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
住
宅
地
造
成
事
業
に
関

す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

認
可
番
号

平
成
十
三
年
三
月
二
十
七
日

指
令
開
指
第
四
四
―
〇
〇
四
四
七
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
六
日
第
九
十
八
号

三

施
行
地
区
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称日

高
市
横
手
二
丁
目
一
〇
〇
〇
番
二

（
第
五
―
二
工
区
）

四

認
可
を
受
け
た
事
業
主
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
―
一
六
―
一
五

西
武
鉄
道
株
式
会
社

取
締
役
社
長

後
藤

高
志

埼
玉
県
告
示
第
百
八
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

別
表
の
と
お
り

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
教
育
総
務
部
財
務
課
契
約
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目

１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
１１
月
１９
日

－６－
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埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長

中

島

直

彦

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

金
明
町
鳩
ヶ
谷
線

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長

中

島

直

彦

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
の
と
お
り

５
落
札
金
額

別
表
の
と
お
り

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

指
名
競
争
入
札

７
入
札
の
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
９
月
２８
日

別
表

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

川
口
市
大
字
安
行
慈
林
字
法
印
前
六
四
番
五
地
先

八
・
六
〇

二
四
・
四
〇

交
通
安
全
対
策
事
業

新

一
〇
・
九
八

－７－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定

し
た
の
で
、
対
象
区
域
等
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
一
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
〇
五
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
五
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
川
角
字
山
後
一
四

三
三
番
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
川
角
一
三
〇
四
番

地
二

清
水
方

慶
田

将
士

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

内

村

寛

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

吉
場
安
行
東
京
線

三

道
路
の
区
域

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

金
明
町
鳩
ヶ
谷
線

川
口
市
大
字
安
行
慈
林
字
法
印
前
六
四
番
五
地
先

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

延
長
二
四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル

認
定
番
号

認

定

年

月

日

対

象

区

域

公
告
に
係
る
対
象
区
域
等
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所

第
一
号

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

日
高
市
大
字
上
鹿
山
字
庚
塚
六
八
九
番
一
外
九
十
六
筆

飯
能
県
土
整
備
事
務
所

－８－
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埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

内

村

寛

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
口
草
加
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

内

村

寛

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

春
日
部
松
伏
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

草
加
市
谷
塚
上
町
字
東
沼
田
六
九
番
五
先
地
か
ら

同
市
谷
塚
上
町
字
東
沼
田
六
二
番
一
一
地
先
ま
で

八
・
六
〇
〜

九
・
七
〇

七
五
・
〇
〇

三
・
四
・
八

谷
塚
松
原
線

街
路
築
造
工
事

新

一
九
・
九
〇
〜二

一
・
〇
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

草
加
市
吉
町
五
丁
目
一
三
七
〇
番
一
地
先
か
ら

同
市
吉
町
五
丁
目
一
一
二
三
番
地
先
ま
で

九
・
四
〇
〜

二
五
・
〇
〇

一
八
〇
・
九
〇

街
路
整
備
工
事

新

二
二
・
〇
〇
〜三

二
・
〇
〇

－９－
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埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

内

村

寛

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

�
飾
吉
川
松
伏
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

蓮
田
鴻
巣
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

北
�
飾
郡
松
伏
町
大
字
大
川
戸
字
宿
通
二
六
六
六
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
大
川
戸
字
諏
訪
原
二
〇
五
二
番
一
地
先
ま
で

一
一
・
八
〇
〜一

二
・
九
〇

一
三
二
・
四
〇

自
転
車
歩
行
車
道
整
備
工
事

新

一
二
・
三
〇
〜一

三
・
四
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

三
郷
市
彦
糸
二
丁
目
一
三
四
番
一
地
先
か
ら

吉
川
市
大
字
道
庭
字
井
堀
向
二
七
六
番
一
地
先
ま
で

二
二
・
〇
〇
〜二

二
・
〇
〇

二
七
一
・
五
〇

住
宅
市
街
地
基
盤
（
道
路
）
整
備
工
事

新

二
二
・
〇
〇
〜二

五
・
〇
〇

－１０－
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埼
玉
県
教
委
告
示
第
五
号

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

第
三
百
四
十
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
よ
る

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

�

橋

史

朗

一

廃
止
す
る
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
の
名

称
学
校
法
人
一
川
学
園
越
生
工
業
技
術
専
門

学
校
（
埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
大
字
上
野
一

七
八
番
地
）

二

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

�
田
市
御
前
橋
一
丁
目
八
五
五
番
十
六
地
先
か
ら

�
田
市
御
前
橋
一
丁
目
一
二
九
五
番
四
地
先
ま
で

五
・
八
七
〜

一
一
・
二
二

二
九
四
・
五
〇

地
方
特
定
道
路
改
築
整
備
工
事
に
よ
る
。

新

一
四
・
〇
〇
〜一

七
・
〇
〇

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１１－
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